
川崎市告示第１７４号 

   化学物質の適正管理に関する指針 

 川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例（平成１１年川崎市条例第５０号）第９３条の規定に

基づき、化学物質の適正管理に関する指針を次のように定め、令和５年４月１日から適用し、平成２９

年川崎市告示第８６号は、同日から廃止する。 

  令和５年３月３１日 

川崎市長 福田 紀彦    

 事業者及び市は、化学物質による環境汚染を未然に防止するため、化学物質の適正な管理に関し、次

に掲げるところにより実施するものとする。 

１ 管理体制の整備 

（１） 事業者は、化学物質の適正管理について事業所全体で取り組むために、化学物質の適正管理に

ついて検討し、実施することを目的とする経営部門、事業部門、環境安全部門等を包括した組織

（以下「管理組織」という。）を整備すること。 

    なお、組織の整備に当たっては、責任者、役割分担、連絡体制等を明確にすること。 

（２） 事業者は、事業所内の組織及びその職務の内容並びに化学物質の取扱い及び管理方法等を定め

た規程類（以下「管理規程類」という。）を整備すること。 

    なお、管理規程類の整備に当たっては、次の点に留意すること。 

ア 化学物質の管理体制、取扱い規準等について、理解しやすく、かつ、実行できるような管理規

程類とすること。 

  イ 管理規程類の機能を十分果たすよう常に内容を点検し、必要に応じて見直しを行うこと。 

（３） 事業者は、従業員等に対し計画的かつ定期的に環境の保全のための対策の必要性及び内容等に

ついて研修を行い、化学物質の適正な管理の仕組みを従業員等に十分理解させ、化学物質の適正

な管理を実施させること。 

（４） 事業者は、災害及び事故防止のため、次に掲げる対策を行うこと。 

  ア 災害及び事故に伴う化学物質による環境汚染を未然に防止するための作業規準の作成並びに施

設の保守及び点検等を確実に行うこと。 

  イ 災害及び事故に伴う化学物質による環境汚染を最小限に抑えるための災害及び事故への対応措

置をあらかじめ検討し、適切な対策を講ずること。 

  ウ 定期的に災害及び事故に対応するための訓練を行うこと。 

（５） 事業者は、事業所内の適切な箇所に管理体制図、化学物質の安全情報、災害及び事故対応措置、

緊急時の連絡先、機器及び配管等の点検のポイント等必要な事項を表示し、従業員等への周知徹

底を図ること。 



２ 情報の収集及び整理 

 事業者は、次に掲げる化学物質に関する情報の収集及び整理を行うこと。 

（１） 取扱い化学物質製品の成分 

（２） 物理化学的性状 

（３） 危険性及び有害性 

（４） 関連する法規 

（５） 汚染及び事故の事例等 

（６） 使用量及び排出量がより少ない技術又は機器 

（７） 危険性及び有害性の低い代替物質 

（８） 排煙、排水及び廃棄物中の化学物質の回収、除去及び処理のための技術及び設備 

３ 受入れ、保管、使用、排出及び廃棄の量及び方法の把握 

（１） 事業者は、化学物質の受入れ、保管及び使用の量及び方法を把握し、整理すること。 

    なお、混合物については、その主要成分ごとに量を把握すること。 

（２） 事業者は、排煙及び排水中の濃度測定又は化学物質の使用量等からの推計等により、化学物質

の大気及び水への排出量及び廃棄物に含まれて事業所外へ移動する量並びに排出及び廃棄の方法

の把握を行うこと。 

４ 使用量及び排出量がより少ない技術の導入及び機器等の使用 

（１） 事業者は、次に掲げる工程管理対策を実施すること。 

  ア 主要な作業工程について、工程ごとの化学物質の使用量、排出量及び廃棄物としての移動量の

把握を行うこと。 

  イ 事業者は、生産工程の変更などにより化学物質の使用量又は排出量が大幅に増加する場合には、

化学物質による環境への影響についても検討を行い、環境汚染の未然防止に努めること。 

  ウ 危険性及び有害性が高い化学物質又は排出量の多い化学物質から順次使用量及び排出量の削減

を図ること。 

  エ 作業工程の合理化、密閉性の高い機器の使用、適正な維持管理等を行うこと。 

（２） 事業者は、使用する化学物質の危険性及び有害性を評価し、より危険性及び有害性の低い物質

を導入すること。 

５ 適正な処理技術等の導入及び維持管理 

  事業者は、排煙、排水及び廃棄物中の化学物質の回収・再利用、除去及び処理について適正な技術

及び設備を導入するとともに、その適正な維持管理を行うこと。 

６ 自主管理目標の設定等 

（１） 管理対象物質（化学物質のうち、有害性、危険性及び地球環境への影響等の観点から、環境安

全上特に注意を要する物質で、別表に掲げるものをいう。以下同じ。）を取り扱う事業者は、環

境の保全上の支障を防止するための自主管理目標及び目標達成時期を設定すること。 

（２） 管理対象物質を取り扱う事業者は、自主管理目標を達成するための実施計画を策定すること。 

（３） 管理対象物質を取り扱う事業者は、実施計画の達成状況について毎年確認し、自己評価を行う

こと。 



（４） 管理対象物質を取り扱う事業者は、自己評価の結果に基づき実施計画の見直しを行うこと。 

７ 報告 

  市長は、事業者に次に定める項目について報告を求めることができる。 

（１） １の（１）定める管理組織 

（２） １の（２）定める管理規程類 

（３） ３の（１）に定める受入れ、保管及び使用の量及び方法 

（４） ３の（２）に定める排出量及び移動量並びに排出及び廃棄の方法 

（５） ６に定める自主管理目標及び目標達成時期、実施計画、達成状況並びに自己評価結果 

（６） その他市長が必要と認める項目 

８ 公表 

  特定事業者（川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例（平成１１年川崎市条例第５０号）で

規定する指定事業所を所有する者のうち、従業員数５０人以上の管理対象物質を取り扱う事業者をい

う。）は、自主管理目標、目標達成時期、実施計画、達成状況等について、自主的に公表することに

努めるものとする。 

９ 指導・助言 

  市長は、以下の項目について必要な指導・助言を行うことができる。 

（１） 事業者が設定する自主管理目標 

（２） 事業者が作成する実施計画（実施計画の見直しも含む。） 

（３） その他この指針に関する事項 

１０ 支援措置 

   市長は、事業者の化学物質対策を支援するため、以下の項目について実施に努めるものとする。 

（１） 化学物質に関する環境情報、毒性情報等の情報収集の方法及び利用可能な情報機関（デ－タベ

－ス機関）の整理並びにこれらの情報提供 

（２） 市内における化学物質の環境への排出量・移動量の集計及び公表  

（３） 市内における管理対象物質の環境調査の実施及び調査結果の公表 

（４） 化学物質の適正管理に関する相談窓口の設置 



別表 

 管理対象物質 

（１） 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（平成１１年法律

第８６号）第２条第２項に規定する第一種指定化学物質 

（２） その他市長が必要と認める物質             


